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「自治基本条例」に係る個別項目の検討 
 

整理番号 項目名 

12-２ 改正等/条例の見直し 

 
■項目の趣旨 

○この条例の見直し手続について明らかにするもの。 

※今回の議論の結果を受けて再検討 

 
■市民会議の考え方 

○市民フォーラムでの素案（案） 

見直し規定については議論なし 
 

○改正手続きに関するこれまでの代表者会・市議会の意見 

・第１６回代表者会の配布の資料 10～資料 13 を参照 

・第１６回代表者会での自治基本条例の姿のイメージは次頁のとおり 

（具体的な改正手続きは見直し規定とセットでの検討が必要） 
 
■今後の検討課題・論点等 

○第１６回代表者会の議論の結果（めざすべき自治基本条例の姿…「発展性」と「慎重性」を兼

ね備えたもの）を踏まえた上で、制定後の「見直し」「改正」の具体的な手続きをどうするか。

※資料 3 により、下記論点を検討する。 

論点１：条例の見直しについて、市民・議会・市長の「責務と権利」を踏まえると、どのよう

な仕組み・規定が必要か。 

     ①見直しの目的 

     ②見直しの主体 

③見直しの体制及び方法 

     ④見直しの期間（頻度） 

論点２：改正手続きでの「市長の意思による発議」における、市民の意見聴取についての要否

と、必要な場合の仕組み（審議会・委員会など）と規定をどうするか。 

     ①制度の要否 

     ②（必要な場合）機関を設置する場合の正当性・代表性の確保 

     ③（②で機関を設置する場合）見直し手続きとの関連をどうするか 

論点３：改正手続きでの市民発議の仕組みとして、「新たな直接請求制度」の創設についての要

否と、必要な場合の仕組みと規定をどうするか。 

     ①制度の要否 

     ②（必要な場合）連署の数と、意見提出後の市長の取り扱い 

③（論点２で機関を設置する場合）市長の意見聴取の要否 

論点４：軽微な変更を行う際の手続きと規定をどうするか。 

     ①軽微な場合の判定の基準と主体をどうするか 

     ②軽微な変更の手続きをどうするか。 
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論点５：条例の進捗管理が必要か。また、必要な場合は、具体的な手法をどうするか。 

 

 

参考 自治基本条例の姿のイメージ 

※第１６回会議での議論の結果を踏まえたものを事務局にて整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．改正手続の考え方 

慎重性をもった手続とする 

３．見直しの方向性 

 

 

 
○現在の市民が考える「自治  

 に係る普遍的価値」を規定

しているが、社会環境や自

治への取組み状況の変化に

合わせた検証し・見直しは

必要 

発展性重視 

１． 条例のタイプ 

 

 
 

○制定目的（主旨） 
・自治の基本理念・基本原則、市民主権、市民参画・協働、各主体の権

限・責務、市政運営等の「自治」についての基本的な内容を網羅し、

体系的・包括的に規定すること。 
・新たな自治の仕組づくりを進めていくために、上記について分かりや

すく規定し、市民の共通理解を深めること。 

フルセット型 
（総合型） 

２．法令等との関係 

 

 

 
○他の法令等に許容される範

囲内で、自治基本条例の理

念に基づき積極的な解釈・

運用が必要 

積極的解釈 

位置付け 

 

 

 
○最高規範性は自治基本条例

の制定目的と制定内容から

内包していると考える 

自治に係る最高規範 

（当市条例で最上位） 


